
1 
 

令和２年１１月２６日 
文部科学省初等中等教育局 

学びの先端技術活用推進室 
 
 

学びの保障オンライン学習システム導入に係る調査研究事業 

における実証校公募要領 
 
 
１．事業名 
  学びの保障オンライン学習システム導入に係る調査研究事業における実証 
 
２．事業の趣旨 

新型コロナウイルス感染症による一斉臨時休業を踏まえ災害や感染症等による学校の

臨時休業など緊急時においても 子供たちの学びを保障できるよう ＩＣＴを活用し家庭

でも学び続けられる環境整備が必要である。 
本事業は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月２０日閣議決定）」

で示された学校や家庭等でのＰＣ等を用いた問題演習による学習・評価が可能なプラット

フォームの実現に向けた調査研究として プロトタイプの開発及び実証を実施するもので

ある。 
 
３．実証の内容 
（１）学びの保障オンライン学習システムの実証 

別紙３で示された「学びの保障オンライン学習システム」を利用し、来年１月～３月

の活用方法等の検証を行う。 
別途案内のあるアンケートサイトでアンケートに回答することをもって上記の検証

とする。 
 

（２）調査研究への協力 
本事業に関連するものとして、文部科学省が必要と判断した調査やアンケートやヒ

アリング等の各種調査実施に協力すること。 
なお、学びの保障オンライン学習システムの構築及び上記調査研究の実施について

は、文部科学省が、関連事業者や団体により構成される「学びの保障オンライン学習シ

ステム推進コンソーシアム（代表組織：株式会社内田洋行）」に委託している。 
 
４．公募対象 
（１）対象 

小学校（第５学年以上）、中学校、高等学校、義務教育学校（第５学年以上）、中等教
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育学校とする（合計約３００校程度を想定）。また、利用主体は当該校の児童生徒及び

教員、保護者を対象とする。 
 

（２）要件 
実証校においては、最低２０～３０人の児童生徒が活用することとする。 

 
５．実証期間 
  令和３年３月３１日までとする。 

 
６．公募への応募方法等 
（１）提出書類 

応募申請書（別紙２） 
 

（２）提出方法 
学校設置者（※都道府県、市町村、学校法人、国公立大学法人等）が、各学校を取り

まとめたうえ、Ｅ－Ｍａｉｌにより、（３）の提出先のメールアドレス宛に提出するもの

とする。都道府県教育委員会にて市区町村教育委員会分を取りまとめることはせず、学

校設置者から直接送付すること。学校法人においても、都道府県を経由せず直接送付す

ること。 
送信メールの件名は「【設置者名（例：○○県○○市教育委員会）】応募申請書（学び

の保障オンライン学習システム導入に係る調査研究事業における実証）」とすること。  
メール受領後，申請者に対して文部科学省（学びの保障オンライン学習システム推進

コンソーシアム）からメールにより受領確認を送信する。メール送信後，１日を過ぎて

も受領確認メールが届かない場合は，電話にて下記（３）の問合せ先まで照会すること。 
 

（３）提出先 
文部科学省初等中等教育局 

初等中等教育企画課学びの先端技術活用推進室 

担当：佐藤、弟子丸、土井 

電話：03-6734-3803 

メールアドレス：manabisentan@mext.go.jp 
 
なお、提出の際、以下メールアドレスを cc に含めること 
学びの保障オンライン学習システム推進コンソーシアム 

（事務局：株式会社内田洋行教育総合研究所） 

メールアドレス：mexcbt-info@uchida.co.jp 
 

 



3 
 

（４）提出期限 
令和２年１２月９日（水）１８時１５分必着 
 

（５）選定結果の通知 
実証校の選定及び応募数が実証可能数を上回る場合は、地域、学校種、学年等のバラ

ンスを考慮の上、対象校の選定を行う。選定終了後、１０日程度ですべての申請者に選

定結果を通知する。 
 

 
以上 


